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 ２月１２日（水）に申２号「就業規則の改正等について」に関する申し入れを提出しまし
た。私たちは、日々安全第一に品質の高いサービスの提供を通じて、お客さまに信頼される企
業づくりに努力してきました。そして、エルダー社員などの大量退職を迎えるにあたり、プロ
パー社員の任務や役割が増し、働き方も大きく変わろうとしています。そのような中で、１月
27日に「就業規則の改正等について」を提案されました。改正の趣旨は「当社で就業する全雇

用区分の社員等の働きがいを向上させることを目的として、働きがい向上施策を実施するこ
と」としています。 
今回の改正の項目には、私たちの求めてきた要求が含まれていることから、会社の魅力向上

及びより柔軟な働き方を可能とし、人材の確保と組合員の働きがい向上に繋げたいと考え下記

の項目を申し入れました。 
 

 １．就業規則の改正等の目的を明らかにすること。 

２．現時点での社員数及び雇用区分を明らかにすること。 

３．保存休暇の新設理由および社員・出向者を含め経過措置を明らかにすること。 

４．緊急呼出手当の新設理由および手当の金額を明らかにすること。 

５．家族手当の支給対象変更および支給要件の見直し理由を明らかにすること。 

また、22歳まで限定した理由を明らかにすること。 

６．配偶者出産休暇の新設理由および休暇の実績を明らかにすること。 

７．永年勤続表彰の勤続年数の取扱い変更理由を明らかにすること。 

８．テレワークの導入目的を明らかにすること。 

９．テレワークの対象者を本社機関に所属する社員及び嘱託社員にした理由を明らかにす

ること。 

10. パート社員の超勤単価見直し目的および現時点でのパート社員の人数と超勤実績を明 

らかにすること。 

11. 静養休暇の見直し理由を明らかにすること。 

12．契約社員に支給する手当名称の見直し理由および支給する管理手当（仮称）および職 

務手当の金額について明らかにすること。 

13．繁忙手当の支給対象期間をどのように変更するのか明らかにすること。 

14．個人型確定拠出年金の拠出金を給与控除にする理由を明らかにすること。 

15．社員による新入社員紹介制度の導入目的を明らかにすること。 

16．語学スクール補助制度を新設する目的を明らかにすること。 

17．各施策の実施日明らかにすること｡ 

 


